
大 阪 府 条 例 第 二 十 九 号  

大 阪 府 社 会 福 祉 施 設 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
 大 阪 府 社 会 福 祉 施 設 設 置 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 大 阪 府 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る
。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る
。  

改 正 後  改 正 前  

  

第 三 条  （ 略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ） 

第 四 条  （ 略） 

２ ― ５  （ 略） 

６  第 二 条 及 び 第 三 条 の 規 定 は
、

第 一 項 か ら 第 三

項 ま で の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 に 同 項 各 号 に

掲 げ る 業 務 を 行 わ せ る 場 合 に つ い て 準 用 す る
。

こ の 場 合 に お い て
、

第 二 条 第 一 項 中「 知 事 」 と

あ る の は「 第 四 条 第 一 項 の 指 定 管 理 者（ 以 下「 指

定 管 理 者 」 と い う
。 ）」 と
、

同 条 第 二 項 及 び 第

三 条 中「 知 事 」 と あ る の は 「 指 定 管 理 者 」 と 読

み 替 え る も の と す る
。  

 
（ 指 定 管 理 者 の 公 募 等） 

第 五 条  知 事 は
、

障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー

、

稲 ス

ポ ー ツ セ ン タ ー

、
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン セ ン タ ー

又 は 母 子 ・ 父 子 福 祉 セ ン タ ー に つ い て
、

第 七 条

第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し よ う と す る と き

は
、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り
、

公 募 し な け れ

ば な ら な い
。

た だ し
、

知 事 が 特 別 の 理 由 が あ る

と 認 め る と き は
、

こ の 限 り で な い
。  

２  知 事 は
、

あ ゆ み 寮 等 に つ い て
、

第 七 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 指 定 を し よ う と す る と き は
、

あ ゆ

み 寮 等 の 指 定 管 理 者 の 予 定 者 と し て
、
一 の 法 人

そ の 他 の 団 体 を 指 名 す る も の と す る
。  
 

第 三 条  （ 略） 
 
（ 使 用 料） 

第 四 条  障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー を 利 用 し よ う

と す る も の は
、

別 表 第 一 に 掲 げ る 使 用 料 を 納 付

し な け れ ば な ら な い
。  

 
（ 受 講 料） 

第 五 条  障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー に お い て 実 施

す る 障 害 者 に 係 る ス ポ ー ツ の 指 導 者 を 養 成 す

る た め の 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は
、
二 万 六 千

四 百 円 の 受 講 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い
。  

 
（ 還 付） 

第 六 条  既 納 の 使 用 料 及 び 受 講 料 は
、

還 付 し な

い
。

た だ し
、

知 事 は
、

特 別 の 理 由 が あ る と 認 め

る と き は
、

こ れ を 還 付 す る こ と が で き る
。  

 
（ 減 免） 

第 七 条  知 事 は
、

特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き

は
、

使 用 料 を 減 額 し
、

又 は 免 除 す る こ と が で き

る
。  

 
（ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ） 

第 八 条  （ 略） 

２ ― ５  （ 略） 

６  第 二 条 及 び 第 三 条 の 規 定 は
、

第 一 項 か ら 第 三

項 ま で の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 に 同 項 各 号 に

掲 げ る 業 務 を 行 わ せ る 場 合 に つ い て 準 用 す る
。

こ の 場 合 に お い て
、

第 二 条 第 一 項 中「 知 事 」 と

あ る の は「 第 八 条 第 一 項 の 指 定 管 理 者（ 以 下「 指

定 管 理 者 」 と い う
。 ）」 と
、

同 条 第 二 項 及 び 第 三

条 中「 知 事 」 と あ る の は 「 指 定 管 理 者 」 と 読 み

替 え る も の と す る
。  

 
（ 指 定 管 理 者 の 公 募 等） 

第 九 条  知 事 は
、

障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー

、

稲 ス

ポ ー ツ セ ン タ ー

、
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン セ ン タ ー

又 は 母 子 ・ 父 子 福 祉 セ ン タ ー に つ い て
、

第 十 一

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し よ う と す る と

き は
、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り
、

公 募 し な け

れ ば な ら な い
。

た だ し
、

知 事 が 特 別 の 理 由 が あ

る と 認 め る と き は
、

こ の 限 り で な い
。  

２  知 事 は
、

あ ゆ み 寮 等 に つ い て
、

第 十 一 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 指 定 を し よ う と す る と き は
、

あ

ゆ み 寮 等 の 指 定 管 理 者 の 予 定 者 と し て
、
一 の 法

人 そ の 他 の 団 体 を 指 名 す る も の と す る
。  

 

令和 5 年度以降 



附  則  

 こ の 条 例 は
、

令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る
。  

第 六 条  （ 略） 
 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 ） 

第 七 条  知 事 は
、

前 条 の 規 定 に よ る 申 請 を し た も

の の う ち
、

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合

し
、

か つ
、

当 該 申 請 に 係 る 施 設 の 第 四 条 に 規 定

す る 業 務 を 最 も 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で

き る と 認 め る も の を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す

る も の と す る
。  

一 ・ 二  （ 略） 

三  施 設 の 第 四 条 に 規 定 す る 業 務 を 適 正 か つ

確 実 に 行 う こ と が で き る 能 力 及 び 財 政 的 基

礎 を 有 す る こ と
。  

四  （ 略） 

２  （ 略） 
 

第 八 条  （ 略） 
 
（ 指 定 管 理 者 の 業 務 の 実 施 状 況 等 の 評 価） 

第 九 条  知 事 は
、

指 定 管 理 者 が 行 う 第 四 条 第 一 項

か ら 第 五 項 ま で の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 実 施 状

況 等 に 関 す る 評 価 を 行 わ な け れ ば な ら な い
。

た

だ し
、

知 事 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き

は
、

こ の 限 り で な い
。  

２  （ 略） 
 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 の 取 消 し 等） 

第 十 条  （ 略） 
 一  （ 略） 
 二  第 七 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し

な く な っ た と 認 め る と き
。  

 三  （ 略） 

２  （ 略） 
 
（ 利 用 料 金） 

第 十 一 条  知 事 は
、

障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー

、

稲

ス ポ ー ツ セ ン タ ー 及 び コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン セ

ン タ ー の 指 定 管 理 者 に そ の 利 用 に 係 る 料 金（ 以

下「 利 用 料 金」 と い う
。 ） を 当 該 指 定 管 理 者 の

収 入 と し て 収 受 さ せ る こ と が で き る
。  

２  （ 略） 

３  （ 略） 

一  障 害 者 交 流 促 進 セ ン タ ー 別 表 第 一  

二  （ 略） 

三  （ 略） 

４ ― ６  （ 略） 
 

第 十 二 条  （ 略） 
 

別 表 第 一 （ 第 十 一 条 関 係） （ 略） 
 

別 表 第 二 （ 第 十 一 条 関 係） （ 略） 
 

別 表 第 三 （ 第 十 一 条 関 係） （ 略） 

第 十 条  （ 略） 
 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 ） 

第 十 一 条  知 事 は
、

前 条 の 規 定 に よ る 申 請 を し た

も の の う ち
、

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合

し
、

か つ
、

当 該 申 請 に 係 る 施 設 の 第 八 条 に 規 定

す る 業 務 を 最 も 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で

き る と 認 め る も の を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す

る も の と す る
。  

一 ・ 二  （ 略） 

三  施 設 の 第 八 条 に 規 定 す る 業 務 を 適 正 か つ

確 実 に 行 う こ と が で き る 能 力 及 び 財 政 的 基

礎 を 有 す る こ と
。  

四  （ 略） 

２  （ 略） 
 

第 十 二 条  （ 略） 
 
（ 指 定 管 理 者 の 業 務 の 実 施 状 況 等 の 評 価） 

第 十 三 条  知 事 は
、

指 定 管 理 者 が 行 う 第 八 条 第 一

項 か ら 第 五 項 ま で の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 実 施

状 況 等 に 関 す る 評 価 を 行 わ な け れ ば な ら な い
。

た だ し
、

知 事 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き

は
、

こ の 限 り で な い
。  

２  （ 略） 
 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 の 取 消 し 等） 

第 十 四 条  （ 略） 
 一  （ 略） 
 二  第 十 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合

し な く な っ た と 認 め る と き
。  

 三  （ 略） 

２  （ 略） 
 
（ 利 用 料 金） 

第 十 五 条  知 事 は
、

稲 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 及 び コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 に そ の

利 用 に 係 る 料 金（ 以 下 「 利 用 料 金」 と い う
。 ）

を 当 該 指 定 管 理 者 の 収 入 と し て 収 受 さ せ る こ

と が で き る
。  

２  （ 略） 

３  （ 略） 
 

一  （ 略） 

二  （ 略） 

４ ― ６  （ 略） 
 

第 十 六 条  （ 略） 
 

別 表 第 一 （ 第 四 条 関 係） （ 略） 
 

別 表 第 二 （ 第 十 五 条 関 係） （ 略） 
 

別 表 第 三 （ 第 十 五 条 関 係） （ 略） 
  


